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習

町ホームページに掲載する
バナー広告を募集します

１枠当たり：７，０００円／月
天地６０ピクセル、左右１２０ピクセル、
容量８KB以内、形式GIF・JPEG
※審査の結果、掲載できない場合があります。
※詳しいことはお問い合わせください。

　　　　　　　　　問政策課撒（５７）４１３４

回 日時 テーマ

１
３月１０日（土）
１０時〜１１時３０分

体調不良の際のアドバイス
緊急時の対応

２
３月１７日（土）
１０時〜１１時３０分

アメリカ文化の理解

※内容変更の場合もありますのでご了承ください。
※ご都合の良い回のみでもご参加頂けます。

◎おもてなし英会話講座プログラム

　昨年５月以降「小額消費料金未納に関する訴訟最終
告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告
知のお知らせ」などと題したハガキが送付されている
との情報が全国から多数報告されており、実際に被害
も発生していることが確認されています。
　差出人は、「法務省管轄支局�国民訴訟通達センター」
「法務省管轄支局�民事訴訟管理センター」などと記載
されていますが、これらの団体と法務省は一切関係あ
りません。
　文面には、財産の差し押さえを強制的に執行する等
と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっ
ており、書かれている電話番号に連絡をすると、弁護士

等の紹介費用と称し、金銭を
要求されるといった情報も
寄せられています。
　対処方法としては、ハガキ
に書かれている電話番号等
には絶対に連絡しないよう
にし、相手にしないことが大
切です。不安に感じる場合に
は、消費生活センターや警察
等にご相談ください。

ハガキによる架空請求にご注意を！

△実際に送付されているハガキの例

問産業課撒（57）4153
　消費生活センター撒（23）1333


